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　平成から令和に元号が改定されましたが、私自身、1989年（平成元年）から30
年あまり、自治体行政の現場で主に財政担当を中心に携わってきました。現在も
自治体の職員として自治体経営に携わり、新しいニーズへの対応と行財政運営に
悪戦苦闘を繰り返しています。
　人事異動が頻繁に行われるのが常の自治体の中にあって、企画・財政部門を事
務担当者からマネージャーまで担当してきたのは、かなり珍しいのではないかと
思っています。私自身は、地方財政の研究者でもコンサルタントでもなく実務者
ですが、この特異な経験の中で、自治体が抱える矛盾や役所体質と揶揄される課
題、改善・改良にスピード感がない守り重視で国依存体質の現場を体験し、苦し
い経験をしてきています。学術的なあるべき論や制度論だけで改善されない問題
は多々あります。それでも自治体経営のあり方を研究し、新しい取り組みへのト
ライ＆エラーを繰り返しながら自治体の行財政改革に取り組んでいます。
　新しい取り組みにチャレンジしているのは、自治体の未来に、決して明るさを
感じないからです。これから、本格的に人口減少、少子高齢化が進み、税収が減
少していく苦難の時代が来ます。これは、想像以上に大変なことです。これまで
のように対症療法で手法を改良するだけでは対応できないといった焦りを感じて
います。平成の30年間は、バブル崩壊後の税収が増えない中で、行政ニーズの多
様化、複雑化に対応すべく、何とかやりくりをしてきた時代でした。そのやりく
りを支えたのが、国の地方財政対策であり、多くの自治体が地方交付税制度によ
って支えられ、今日を迎えているといっても過言ではないでしょう。では、自治
体は、いつまでこの体制を継続できるのでしょうか。本当に、このまま国の庇護
のもとで大丈夫なのでしょうか。
　これが、私自身がチャレンジを止められない理由です。日に日に、将来の自治
体経営に対する不安は大きくなってきています。また、この不安は、多くの自治
体職員が抱く共通のものではないかと思います。
　では、これからの時代は、いったいどうすればいいのでしょうか。そのために
は、今一度、これまでの自治体経営の取り組みを検証し、新しい時代に対応する
経営手法を再構築していく必要があります。まさに、税収を含め財源が減少する
時代の中での生き残り戦略です。
　本書のねらいはそこにあります。まずは、第１章で地方自治体を取り巻く環境
を再認識します。特に、これまで地方自治体の行政経営を支えてきた地方交付税
制度と地方がこれから対峙しなければならない社会保障制度について、それぞれ
の制度と地方財政に与える課題について整理します。

はじめに
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　第２章では、これから迎える人口問題について考えます。人口問題はどのよう
に地方自治体の行政経営に影響を与えるのか、そこをしっかりと押さえておきた
いと思います。人口問題の影響を的確に把握することが、自治体の戦略や経営手
法の再構築には必要となります。
　次に、第３章では、自治体の行政経営における実践ポイントを10項目取り上げ、
これまでの取組みを検証します。平成の時代に行ってきた取組みは、次の時代に
向けてのヒントを多く内包しています。特に、行政経営の失敗から学ぶことが大
切です。失敗を繰り返さないためにも、そのエッセンスを次の時代に生かすこと
が必要です。
　最後に、第４章で、自治体経営にこれから必要な視点を三つ提案します。ここ
は、これから取組みが求められる部分です。この先、より一層不透明な時代を迎
えます。特に、行革のあり方、人材戦略、自治体間連携は非常に重要なテーマに
なってきます。したがって、その取り組みの方向性について提案します。
　本書では、あえて「自治体経営」「行政経営」という表現を用いています。なぜ、
「自治体運営」でなく「自治体経営」を使うのかと疑問をもたれる方もおられると
思いますが、これまでよく使われてきた「運営」と「経営」の違いを明らかにし
て、ここをベースにして考えたいからです。「運営」は、団体が機能を発揮させる
ことができるように組織をまとめて動かしていくことであると理解しています。
一方で「経営」は、事業目的を達成するために、継続的・計画的に意思決定を行
って実行に移し、事業を管理・遂行することです。その意味では、経営が民間の
会社経営だけの言葉でなく、PDCAサイクルを回してよりよい行政サービスを展開
する自治体にもあてはまるもので、この経営の概念が大切であると考えています。
　また、本書では、私自身が関西地区の自治体職員と一緒に現場に赴いて勉強し
た内容と兵庫県川西市（人口約15万人）の取り組み事例をもとに編集しています。
自治体の取り組みや川西市の事例は、すでに情報公開されている資料をベースに
していますが、考え方の部分はあくまでも私見です。なお、1,724市町村（2019年
11月末時点）には、政令指定都市から村まであり、人口規模や担う地域の大きさ
によって、その組織や行政経営の手法に差があります。本書で紹介する内容が読
者の皆様が考える自治体経営との間に、若干のずれが生じることはご容赦いただ
きたいと思います。
　その上に立って、自治体で仕事をするものとして、これから迎える難しい時代
の自治体の舵取りについて、向かうべき方向性を共通項として捉えてお読みいた
だき、今後の自治体経営のヒントをつかんでいただければと思っています。

2020年（令和２年）１月　　松木 茂弘　
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（1）財源保障の制度を理解することが基本のき
 　　～ 自治体の行政経営は国で制度補完されているが、これからは不

透明に～
　自治体が行政サービスを行う場合、行財政制度、とりわけ、地方財政制度
と地方交付税の仕組みを的確に把握しておく必要があります。自治体職員の
中には、「そういう制度のことは、財政担当がわかっていればいいのだ」と
言う人もいますが、実はそこが一番大切なところであり、特に、自治体経営
に関わる幹部職員をはじめ各セクションのリーダーはここを正しく認識して
行政サービスの制度設計を行っていかなければなりません。あわせて、行財

1 自治体の行財政制度

図表１－１　地方財政の果たす役割

（出所：総務省ＨＰ）

○　国と地方の役割分担（平成29年度決算）
　＜歳出決算・最終支出ベース＞

（注）（　　）内の数値は、目的別経費に占める国・地方の割合
　　　計数は精査中であり、異動する場合がある。

国と地方との行政事務の分担
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○ 我が国の内政を担っているのは地方公共団体であり、国民生活に密接に関連する行

政は、そのほとんどが地方団体の手で実施されている。

○ その結果、政府支出に占める地方財政のウェートは国と地方の歳出決算・最終支出

ベースで約３／５となっている。

(32)

(22)

97.3兆円

地 方 財 政 の 果 た す 役 割
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政改革を検討し、実践していく際には、この部分の知識が必要不可欠です。
　なぜなら、すべての行政サービスに共通して、地方財政制度としての財源
保障がしっかり効いた制度設計になっているからです。ここではその部分を
整理しておきます。
　図表１－１では、我が国の内政を担っているのが自治体であることを目的
別に整理しています。合計のところで見れば、国が約42％、地方が約58％と
なっていますが、目的別に内訳を見れば、民生費、衛生費、学校教育費、国
土開発費等で自治体の役割が大きくなっていることがわかります。一方、こ
の地方の支出に対応する税収が、地方にどれだけ担保されているのかという
ことがポイントになります。つまり入りと出のバランスです。このバランス
をとることが課題になっています。
　バランスをとるには、二つの側面から捉えることが必要です。一つは、地
方全体として、地方が担う支出額に相応の財源が得られる地方税の体系にな
っているかというマクロの観点、二つには、1,724の自治体ごとに財源の対

図表１－２　国・地方の税源配分について

（出所：総務省ＨＰ）

年 度 租税総額 国 税 地 方 税

H20 ８４．７兆円
４５．８兆円
〔54.1％〕

３８．９兆円
〔45.9％〕

H21 ７４．２兆円
４０．２兆円
〔54.2％〕

３４．０兆円
〔45.8％〕 <46.7％>

H22 ７７．４兆円
４３．７兆円
〔56.5％〕

３３．７兆円
〔43.5％〕 <45.3％>

H23 ７８．７兆円
４５．２兆円
〔57.4％〕

３３．５兆円
〔42.6％〕 <44.6％>

H24 ８０．８兆円
４７．０兆円
〔58.2％〕

３３．８兆円
〔41.8％〕 <43.9％>

H25 ８５．９兆円
５１．２兆円
〔59.6％〕

３４．７兆円
〔40.4％〕 <42.7％>

H26 ９３．９兆円
５７．８兆円
〔61.6％〕

３６．０兆円
〔38.4％〕 <40.9％>

H27 ９８．３兆円
６０．０兆円
〔61.0％〕

３８．３兆円
〔39.0％〕 <41.1％>

H28 ９７．５兆円
５９．０兆円
〔60.5％〕

３８．６兆円
〔39.5％〕 <41.4％>

H29 １０１．４兆円
６２．４兆円
〔61.5％〕

３９．１兆円
〔38.5％〕 <40.3％>

H30見込 １０３．５兆円
６３．８兆円
〔61.6％〕

３９．７兆円
〔38.4％〕 <40.4％>

R1計画 １０６．７兆円
６６．４兆円
〔62.3％〕

４０．２兆円
〔37.7％〕 <39.7％>

◎税源配分の推移

国民の租税（租税総額＝１０１．４兆円）

国 税
（６２．４兆円）

61.5％

地方税
（ ３９．１兆円）

38.5 ％

地方の歳出
（純計ベース）
９７．３兆円

57.8％

地方交付税
国庫支出金等

国民へのサービス還元

国と地方の歳出総額（純計）＝１６８．２兆円

国の歳出
（純計ベース）
７１．０兆円

42.2％

（注）精査中であり、数値が異動することがある。

（注）地方税には、超過課税及び法定外税等を含まない。

（注）国税は地方法人特別税を含み、地方税は地方法人特別譲与税を含まない。

（注） 地方税には、超過課税及び法定外税等を含まない。

（注） 枠外の＜＞は、国税に地方法人特別税を含まず、地方税に地方法人特別譲与税を含めた場
合の地方の配分比率である。

（注） 「H30見込」は国税においては補正後予算額、地方税においては推計額（H30.12時点）である。

法人事業税への

復元時ベース

◎国・地方の歳入歳出（平成29年度決算）

国･地方の税源配分について（平成29年度）
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応ができているかというミクロの観点です。
　地方税として課税客体の捉え方や税源の偏在などの課題があって、マク
ロ・ミクロ両面においてアンバランスになっていますので、その部分を地方
財政制度でもって補完しているのが実態です。

（２）マクロ（地方全体）とミクロ（自治体）で考える
　図表１－２は、マクロとして、地方の収入（租税）と支出（歳出）がアン
バランスになっている状況を表しています。地方の支出（歳出）が国・地方
全体の約58％を担っているのに対し、地方の収入（租税）総額は全体の約40
％となっています。これでは地方は支出ができないので、国から自治体に財
源移転が行われています。この主なものが地方交付税、国庫支出金です。こ
の財源移転でもって、地方に必要となる行政サービスの財源をマクロの観点
から財源保障しているところです。
　この財源保障は、地方財政計画を策定することで対応しています。総務省
は、この地方財政計画による財源保障と地方財政計画の役割を次のように説
明しています。

地方財政計画を通じた財源保障

（出所：総務省ＨＰ）

　人口や産業の集積の度合いによる地域間格差や景気の動向による税収の年
度間格差にかかわらず、地方公共団体がその重要な責任を果たすことが出来
るよう地方財政計画（多種多様な地方公共団体の財政の複合体である地方財
政の規模や収支見通しを全体として捉えたもの）を通じて、地方の財源を保
障し、地方交付税や地方債などにより各地方公共団体に財源保障をしていま
す。
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図表１－３　地方財政計画の役割

（出所：総務省ＨＰ）

地 方 財 政 計 画 の 役 割

交付税法（昭和２５年法律第２１１号）地方

歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務）（
内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総第７条

額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表

しなければならない。

地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳１
イ 各税目ごとの課税標準額、税率、調定見込額及び徴収見込額

ロ 使用料及び手数料

ハ 起債額

ニ 国庫支出金

ホ 雑収入

２ 地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳

イ 歳出の種類ごとの総額及び前年度に対する増減額

ロ 国庫支出金に基づく経費の総額

ハ 地方債の利子及び元金償還金

【 地 方 財 政 計 画 の 役 割 】

国家財政・国民経済等との整合性の確保①

→ 国の毎年度の予算編成を受けて、予算に盛られた施策を具体化する

とともに、地方財政との調整を図る。

地方財源を保障② 地方団体が標準的な行政水準を確保できるよう

地方団体の毎年度の財政運営の指針③

したがって、次に掲げるような経費は地方財政計画には計上していない。

○歳入

・超過課税、法定外普通税、法定外目的税

○歳出

・国家公務員の給与水準を超えて支給される給与
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　次に、ミクロの観点からの対応です。税源に偏在があることから、それを
是正するために財源を調整する仕組みが必要です。図表１－４では、都道府
県ごとの税源の偏在の実態を表しています。地方税全体で見ると、東京都と
沖縄県で2.4倍の偏在があります。
　また、図表１－５、１－６では、この偏在の税目ごとのこれまでの推移と
三大都市圏に税収が大きく偏在していることを示しています。これらの図表
から、法人税に大きな偏在がある一方で、地方消費税の偏在度が低くなって
いることがわかります。このため地方税改革の基本的なスタンスは、法人税
はできるだけ国の財源に、偏在度が小さい地方消費税はできるだけ地方の財
源にとなっているところです。

図表１－４　人口一人当たりの税収額の指数（５年平均（H25〜 H29決算））

（出所：総務省ＨＰ）
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図表１－５　人口一人当たり税収額の偏在度の推移

図表１－６　地方税収に占める３都府県の割合（平成29年度決算額）

（出所：総務省ＨＰ）

（出所：総務省ＨＰ）

　　　（※） 「最大／最小の倍率」は、各都道府県ごとの人口1人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値である。
（注１） 税収額については各年度の決算額（各年度とも超過課税及び法定外税等を除く。）であり、人口は住民基本台帳人口（24年度までは各年度末日、25年度以降は各年度1月1日）による。
（注２） 「個人住民税」の税収額は、個人道府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税(均等割及び所得割）の合計額である。
（注３） 「地方法人二税」のH21以降の点線は、地方法人二税に地方法人特別譲与税を加えた額である。
（注４） 平成28年度の「地方消費税（清算後）」は平成28年度決算における清算前の税収を、平成28年度に適用される清算基準に基づき清算を行った場合の理論値である。平成29年度は平成

29年度決算における清算前の税収を、平成30年度に適用される清算基準に基づき清算を行った場合の理論値である。

3.1 

3.1 

3.0 

2.7 
2.6 2.6 

2.5 
2.6 2.6 

2.5 
2.4 

2.3

3.3 

3.0 

3.0 
3.1 

2.9 2.9 
2.7 2.7 2.7 

2.6 2.6 
2.5

6.1 

6.6 6.6 

6.1 

5.4 
5.3 

5.7 

6.3 
6.1 

6.2 
6.1 

5.5 

6.1 

6.6 6.6 

5.2 

4.0 
3.9 

4.2 
4.3 

4.1 4.1 

4.4 

4.0 

1.9 
1.8 1.8 

1.7 

2.0 
1.8 1.8 

2.0 

1.7 
1.6 1.6 

1.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

地方法人二税

地方法人二税
（地方法人特別譲与税含む）

個人住民税

地方税計

地方消費税（清算後）

最大（東京）／最小の倍率（※）

年度

人口一人当たり税収額の偏在度の推移

東京

10.7%

東京

18.5%

大阪

6.9%

大阪

7.4%

愛知

5.9%

愛知

7.0%

その他

76.5%

その他

67.2%

東京

26.3%

愛知

6.9%

大阪

8.7%

その他

58.1%

（注）１．値は平成29年度決算額の全国計におけるシェアであり、地方消費税清算後ベースである。
２．地方法人二税は、法人住民税及び法人事業税の合計から超過課税等を除いた額によるものである。
３．地方消費税は、平成29年度決算における清算前の税収を、平成30年度に適用される清算基準に基づき清算を行った場合の理論値である。
４．地方税計は、地方法人特別譲与税を含まず、超過課税及び法定外税等を除いた額によるものである。
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